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認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）：認知症高齢者等にやさしい地域づくりを推進していくため、７つの柱（1普及・啓発　2医療・介護等の
提供　3若年性認知症施策の強化　4介護者支援　5認知症など高齢者に優しい地域づくり　6研究開発及びその成果の普及の推進　7認知症の人や
家族の視点の重視）に沿って、施策を総合的に推進していく戦略。

包括的業務委託：効率的・効果的に 運営できるよう、複数の業務を総合的に委託すること。　DBO方式：公共が資金調達を負担し、施設の設計・建設、運営を民間に委託する方式のこと。
PFI方式：公共が提供していたサービスを民間主導で実施することにより、民間の資金とノウハウを活用し、効率的かつ効果的なサービスの提供を図るための手法。
コンセッション方式：事業者が、独占的な営業権を与えられたうえで行われる事業の方式。

 

議
員

　
　
水
道
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
趣
旨
を
伺
う
。

 

都
市
建
設
部
長

　
　
人
口
減
少
に
伴
う
水
需
要
の
減
少
、

水
道
施
設
の
老
朽
化
、
深
刻
化
す
る

人
材
不
足
等
の
水
道
事
業
が
直
面
す

る
課
題
に
対
し
、
水
道
の
基
盤
強
化

を
図
り
、
将
来
に
わ
た
っ
て
安
全
な

水
を
安
定
的
に
供
給
す
る
た
め
に
制

度
改
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

 

議
員

　
　
民
間
へ
の
具
体
的
な
委
託
手
法
は
。

 

都
市
建
設
部
長

　
　
１
つ
は
施
設
の
包
括
業
務
委
託
、

２
つ
目
は
Ｄ
Ｂ
Ｏ
方
式
、
３
つ
目
が

Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式
、
４
つ
目
と
し
て
コ
ン

セ
ッ
シ
ョ
ン
方
式
が
あ
る
。

 

議
員

　
　
水
道
事
業
の
運
営
権
を
民
間
事
業

者
に
委
託
し
た
場
合
、
監
督
は
ど
の

よ
う
に
行
わ
れ
る
の
か
。

 

都
市
建
設
部
長

　
　
市
が
Ｐ
Ｆ
Ｉ
法
に
基
づ
き
定
期
的

に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
い
、
改
善
を

要
求
す
る
と
と
も
に
、
今
回
の
改
正

に
よ
り
国
が
市
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
体

制
が
適
切
か
ど
う
か
確
認
し
た
上
で

許
可
を
す
る
な
ど
、
国
が
直
接
報
告

　
・
徴
収
・
立
入
検
査
を
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

 

議
員

　
　
民
間
委
託
し
た
場
合
の
水
道
料
金

は
。

 
都
市
建
設
部
長

　
　
市
が
Ｐ
Ｆ
Ｉ
法
に
基
づ
き
、
条
例

で
料
金
の
上
限
を
決
定
し
、
民
間
事

業
者
は
そ
の
範
囲
内
で
料
金
設
定
を

す
る
こ
と
と
な
る
。

 

議
員

　
　
民
間
委
託
の
発
祥
と
さ
れ
る
パ
リ

市
で
は
、
度
重
な
る
使
用
料
金
の
値

上
げ
や
財
政
面
の
透
明
性
の
欠
如
、

監
督
の
行
き
届
か
な
い
組
織
体
系
等

を
理
由
に
２
０
１
０
年
に
再
公
営
化

し
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
事
例

が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
当
局
の
考
え

を
問
う
。

 

都
市
建
設
部
長

　
　
海
外
の
事
例
の
よ
う
に
民
間
事
業

者
に
大
き
な
裁
量
権
は
な
く
、
国
の

認
可
に
よ
る
た
め
、
海
外
の
事
例
の

よ
う
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

動 画

 

議
員

　
　
認
知
症
施
設
推
進
総
合
戦
略
、
通

称
新
オ
レ
ン
ジ
プ
ラ
ン
に
基
づ
く
認

知
症
カ
フ
ェ
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
、

高
齢
化
の
進
展
に
伴
い
、
認
知
症
の

人
が
増
え
て
い
く
こ
と
が
見
込
ま
れ

る
中
、
介
護
者
へ
の
支
援
を
行
う
こ

と
が
認
知
症
の
人
の
生
活
の
質
の
改

善
に
つ
な
が
る
と
の
観
点
に
立
ち
、

介
護
者
の
精
神
的
、
身
体
的
負
担
を

軽
減
す
る
観
点
か
ら
の
支
援
や
介
護

者
の
生
活
と
介
護
の
両
立
を
支
援
す

る
施
策
で
あ
る
。
こ
の
中
の
７
本
の

柱
の
４
番
目
で
あ
る
認
知
症
カ
フ
ェ

に
つ
い
て
は
、
認
知
症
の
人
や
家
族

が
地
域
の
人
や
専
門
家
と
相
互
に
情

報
を
共
有
し
、
お
互
い
に
理
解
し
合

う
認
知
症
カ
フ
ェ
等
の
設
置
を
推
進

す
る
も
の
で
あ
る
。
近
隣
自
治
体
に

お
い
て
は
、
つ
く
ば
市
や
守
谷
市
に

て
、
認
知
症
カ
フ
ェ
、
オ
レ
ン
ジ
カ

フ
ェ
が
既
に
設
置
済
で
あ
る
。
認
知

症
カ
フ
ェ
に
は
専
門
家
が
い
る
た
め
、

情
報
の
共
有
や
相
談
す
る
こ
と
に
よ

り
、
介
護
者
の
負
担
の
軽
減
や
、
認

知
症
の
程
度
の
軽
減
に
つ
な
が
る
た

め
、
大
変
重
要
な
施
策
で
あ
る
。
そ

の
点
を
考
慮
し
、
答
弁
を
し
て
ほ
し

い
。

 

保
健
福
祉
部
長

　
　
当
市
で
も
認
知
症
カ
フ
ェ
を
目
指

し
、
平
成
29
年
度
よ
り
準
備
事
業
と

し
て
、
ま
ず
は
「
話
そ
う
の
会
」
を

始
め
た
が
、
こ
の
会
は
、
不
定
期
開

催
で
あ
り
、
会
場
も
石
下
総
合
福
祉

セ
ン
タ
ー
の
み
の
実
施
と
な
っ
て
い

る
。
今
後
に
つ
い
て
は
、
認
知
症
カ

フ
ェ
と
し
て
設
置
で
き
る
よ
う
、
準

備
を
進
め
て
い
き
た
い
。

 

議
員

　
　
現
実
的
に
認
知
症
カ
フ
ェ
を
い
つ
、

ど
の
程
度
で
、
ど
こ
へ
設
置
す
る
の

か
。

 

保
健
福
祉
部
長

　
　
保
健
所
の
指
導
を
踏
ま
え
、
ま
ず

は
水
海
道
地
区
に
１
カ
所
、
石
下
地

区
に
１
カ
所
を
想
定
し
、
会
場
の
選

定
を
行
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。
開

始
時
期
に
つ
い
て
は
、
試
験
的
な
活

動
を
両
地
区
で
開
催
し
、
本
格
稼
働

に
つ
い
て
は
茨
城
県
の
認
知
症
を
知

る
月
間
で
あ
る
９
月
を
目
標
に
準
備

を
進
め
、
ま
ず
は
各
会
場
月
１
回
の

開
催
を
考
え
て
い
る
。

動 画

水
海
道
、
石
下
各
地
区
１
か
所
の

設
置
を
考
え
て
い
る

答答

認
知
症
カ
フ
ェ
の
設
置
に
つ
い
て
問
う

答答

水
道
事
業
の
民
間
へ
の
委
託
に
つ
い
て
問
う

４
つ
の
委
託
手
法
が
あ
り
、
国
が
直
接
、

報
告
、
徴
収
、
立
入
検
査
を
す
る

用語
解説

用語
解説


